
会計経理

東京都福祉局指導監査部 指導第一課

障害福祉サービス検査担当
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1-1 工賃の支払いに係る会計処理

〇 工賃について

 指定就労継続支援Ｂ型の利用者や指定就労継続支援Ａ型
の利用者で雇用契約を締結していない利用者に対して支
払います。（Ａ型事業所で雇用契約を結んでいる場合は
賃金を支払います。）

 都の条例では、「生産活動に係る事業の収入から当該生
産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する
額を工賃として支払わなければならない。」と定めてい
ます。このため、就労支援事業においては、剰余金は発
生しないことが原則です。
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1-2 実地検査で見受けられる事例１

（明細書未作成）

・就労支援事業別事業活動明細書、就労支援事業製造原価明細書、
就労支援事業販管費明細書を作成して、就労支援事業に必要な経費
を算定していない。
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（解説）

・必要経費を適正に算出するために「就労支援事業別事業活動明細書」、「就
労支援事業製造原価明細書」、「就労支援事業販管費明細書」を作成する必
要があります。



1-2 実地検査で見受けられる事例２

（剰余金の発生）

・就労支援事業における収支差額がゼロになっておらず剰余金が
発生しているが、利用者への還元や積立てを行わず、剰余金の使
途について不明確である。
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（解説）

・剰余金が発生している場合には、その額を明らかにし、剰余金を利用者
に還元する等の使途を検討してもらう必要があります。



1-2 実地検査で見受けられる事例３

（費用の計上誤り）

・就労支援事業の支出の中に、人員配置基準内の職員に係る人件
費を計上している。
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（解説）

・人員配置基準を超えて専ら就労支援事業に従事することとして雇用（契
約）している場合のみ、就労支援事業の経費である「就労支援事業指導員
等給与」として処理することができます。

（就労会計基準Ｑ＆ＡNo.６２～６５）※３（８頁）



1-2 実地検査で見受けられる事例４

（設備等整備積立金の積立要件を満たしていない。）

・当年度の利用者賃金及び利用者工賃支払額が前年度の利用者賃金
及び利用者工賃支払額を下回っているにもかかわらず積み立を行っ
ている。
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（解説）

・上記要件を満たしたうえで、就労支援事業資産の取得価額の75％以内かつ、
事業年度ごとの積立額は、就労支援事業収入の10％以内を限度として計上で
きます。

（就労会計基準第二－４－（１）、（３））※１（８頁）



1-2 実地検査で見受けられる事例
５

（工賃変動積立金の積立要件を満たしていない）

・事例４同様、当年度の利用者賃金及び利用者工賃支払額が前年
度の利用者賃金及び利用者工賃支払額を下回っているにもかかわ
らず積み立を行っている。
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（解説）

・上記要件を満たしたうえで、積立上限額は、過去３年間の平均工賃の
50％以内、事業年度ごとの積立額は、過去３年間の平均工賃の10％以内
を限度として計上できます。

（就労会計基準 第二－４－（１）、（２））



1-3 作成様式と参考基準
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1-4 工賃の支払い（その他）
・①「生活介護」で生産活動を行っている場合や、②「就労Ａ」で雇用契約
を結んでいない利用者についても、工賃の支払いと共に会計処理は発生しま
す。

①解釈通知 第五 ３（４）（生活介護）（準用：第十 ３（５）①（就労
移行支援））

指定生活介護事業者は、生産活動に従事している利用者に、生産活動に係
る事業の収入から当該事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃
として支払わなければならないとしたものである。なお、この場合の指定生
活介護事業所における会計処理については、「就労支援等の事業に関する会
計処理の取扱いについて」を参照されたい。

②解釈通知 第十一 ３（４）抜粋（就労継続支援Ａ型）

雇用契約によらない利用者に対する工賃の支払については、生産活動に係
る事業の収入から、雇用契約を締結している者に対する賃金も含め、生産活
動に必要な経費を控除した額に相当する金額を支払うこと。
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2-1 会計の区分

（指定生活介護）事業者は、各指定居宅介護事業所において経理を

区分するとともに、（指定生活介護の）事業の会計とその他の事業の会

計とを区分しなければならない（都条例第155号第93条））

○ 就労支援事業に係る会計については、他の事業と区分し一つのセグ
メントとして扱い、規定の計算書類を作成する。

○ 社会福祉法人は、計算書類の作成に関して、事業区分及び拠点区分
を設け、拠点区分には、サービス区分（事業内容）を設ける。

○ 社会福祉法人以外の法人が就労支援事業を実施している場合は、
「指定障害福祉サービス事業」と「本業など他の事業」との会計を区
分する。
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2-2 実地検査で見受けられる事例１

（事業の未区分）

・指定障害福祉サービス事業（生活介護事業、就労移行支援事業、就

労継続支援Ａ型事業、就労継続支援Ｂ型事業）の会計を、その他の事

業の会計と区分していない。
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（解説）

・「指定障害福祉サービス事業」と「その他の事業（いわゆる株式
会社などが行う本業等）」の会計は区分し、事業ごとの収支を明
確にする必要があります。



2-2 実地検査で見受けられる事例２

（異なる指定障害福祉サービス事業との未区分）

・事業所を一つの単位として会計処理を行ってしまい、その事業
所で行っている事業種別ごと（生活介護事業等）に区分して会計
処理を行っていない。（主に多機能型を運営する事業所の場合）
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（解説）

・多機能型事業所については、法人本部及び事業種別ごと（生活介護
や就労継続支援等）の収支を適正に把握するために、これら事業種別
ごとに会計を区分する必要があります。



2-2 実地検査で見受けられる事例３

（共通経費に係る案分基準の未作成）

○異なる事業種別間で共通経費（人件費、水道光熱費等）が発生
しているにも関わらず、合理的な基準に基づき按分しておらず、
一方の事業種別からのみ支出している。（また、反対に共通経費
でないものを按分している。）
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（解説）

・使用状況等に応じた合理的な按分基準（時間割合、面積割合、収入割
合等）を設定する。なお、一度採用した按分基準は、みだりに変えること
は出来ません。（介護保険事業会計区分）※１（14頁）

（就労会計基準Ｑ＆Ａ No.１7,３7,５7,５８）※３（14頁）

・按分基準を適用できるのは、共通経費のみ。



2-3 作成様式と参考基準

○作成様式等
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2-4 会計区分のイメージ
○社会福祉法人
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2-4 会計区分のイメージ

○社会福祉法人以外の法人
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ご清聴ありがとうございました。
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